
「郵便による不在者投票」の流れ 
 
 
 
１ 郵便等投票証明書の交付申請 

 投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等

投票証明書」の交付を、選挙管理委員会に申請します。 
 

申請書 
(署名必要) 

・身体障害者手帳 

・戦傷病者手帳 

・介護保険の被保険者証 

上記のいずれか 

 
 
 
 

安堵町選挙 
管理委員会 

 
 
 

選挙人 

 
 
 

①申請 
 
 
 

郵便等投票証明書  
 

②郵便等で送付 
 
 
 
 
２ 投票手続 

 
請求書 

(署名必要) 
 

郵便等投票証明書  
 
 
 
 
 

安堵町選挙 
管理委員会 

 
 
 
 
 
 

 

選挙人 

 
①投票用紙・投票用封筒の請求  

 
 

投票用紙・投票用封筒  
 
 ②郵便等で送付 
 

③現在する場所において、

投票用紙に候補者名を記載

し、投票用封筒に入れた後、

その表面に署名 

投票用封筒 
(署名必要) 

記載済み 
投票用紙 

 
投票用紙・投票用封筒  

 
 

④郵便等で送付 
 
 
 
 



「郵便による不在者投票の代理記載制度」の流れ 
 
１ 代理記載の方法による投票を行なうことができる者であることの証明手続  

 
 郵便等投票証明書に代理記載の方法による投票を行なうことができる者である旨の記載を受

けます。 
・身体障害者手帳 

・戦傷病者手帳 

上記のいずれか 

 
 
 
 
 

安堵町選挙 
管理委員会 

 
 
 
 

申請書 
(署名不要) 

 
郵便等投票証明書 

 

選挙人 

 
①申請  

 
代理記載の方法による

投票を行なうことができ

る者である旨が記載 
郵便等投票証明書 

 
 
 
 
 

②郵便等で送付 
 

※この手続を郵便等投票証明書の交付申請と同時に行なう場合には、 
郵便等投票証明書の交付申請書への署名は不要です。 

 
 
 
 
２ 代理記載人となるべき者の届出の手続 

 選挙人に代わって投票に関する記載を行なう「代理記載人」となるべき者を届け出ます。 
 

代理記載人となる

べき者による同意

書・宣誓書 

選挙人 

代理記載人の

署名が必要 
 
 

 
 
 
 

安堵町選挙 
管理委員会 

 
 
 
 

届出書 
(署名不要) 

 
郵便等投票証明書  

 
①届出  

 
 

代理記載人となるべき

者の氏名が記載 
郵便等投票証明書 

 
 
 
 ②郵便等で送付 
 



 
 
 

３ 代理記載の方法による投票手続 

請求書 

代理記載人の 
署名が必要 

郵便等投票証明書 

 
 
 
 

選挙人 
代理 
記載人 安堵  

管理  

 
 

①投票用紙・投票用封筒の請求  
 
 

投票用紙・投票用封筒 
 
 

②郵便等で送付  
 

投票用封筒 

(代理記載人の
署名が必要) 

記載済み 
投票用紙 

 
 

投票用紙・投票用封筒 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
町選挙

委員会

 
 
 

 
 
 

③現在する場所において、

代理記載人は、投票用紙に

選挙人が指示する候補者名

を記載し、投票用封筒に入

れた後、その表面に署名 

④郵便等で送付 

問い合わせ 
安堵町役場総務課内 安堵町選挙管理委員会 
    TEL  0743-57-1511(代) 
    FAX  0743-57-1526 
    E-mail  soumu@town.ando.lg.jp 


